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①
東
久
留
米
市
特
別
支

援
教
育
推
進
計
画（
案
）

　
市
教
育
委
員
会
で
は
、　

年
８

２６

月
に
「
東
久
留
米
市
教
育
振
興
基

本
計
画
」
が
策
定
さ
れ
た
こ
と
を

機
に
、
特
別
支
援
教
育
の
方
向
性

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
「
東
久
留

米
市
特
別
支
援
教
育
推
進
計
画
」

の
策
定
を
進
め
て
い
ま
す
。
こ
の

た
び
、
同
計
画
案
を
ま
と
め
ま
し

た
の
で
、
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
お

聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

②
東
久
留
米
市
特
別
支

援
教
室
設
置
計
画（
案
）

　
３
月
に
都
教
育
委
員
会
か
ら

「
特
別
支
援
教
室
の
導
入
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」
が
示
さ
れ
、　

年
度
ま

３０

で
に
全
都
公
立
小
学
校
に
特
別
支

援
教
室
を
設
置
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
市
教

育
委
員
会
で
は
、「
東
久
留
米
市
特

別
支
援
教
室
設
置
計
画（
案
）」を

ま
と
め
ま
し
た
の
で
、
皆
さ
ん
の

ご
意
見
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

①
②
共
通
事
項

　
【
閲
覧
期
間・場
所
】
閉
庁
日
を

除
く
９
月
９
日（
水
）～　
日（
水
）

３０

に
、
指
導
室
（
市
役
所
６
階
）、
市

政
情
報
コ
ー
ナ
ー（
同
２
階
）、市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い
た
だ
け

ま
す
　
【
提
出
方
法
】９
月
９
日（
水
）～

　
日
（
水
）
に
（
必
着
）、「
東
久

３０留
米
市
特
別
支
援
教
育
推
進
計
画

（
案
）」ま
た
は「
東
久
留
米
市
特

別
支
援
教
室
設
置
計
画（
案
）」と

明
記
し
て
、住
所・氏
名・年
代（
例

＝　
代
）、ご
意
見（
書
式
は
自
由
）

４０
を
記
入
の
上
、
〒
２
０
３
儿
８
５

５
５
、
市
役
所
指
導
室
宛
て
郵
送
、

フ
ァ
ク
ス
（
４
７
０
・
７
８
１
１
）、

電
子
メ
ー
ル
（shido@

city.higas
hikurume.lg.jp

）
で
送
信
、
ま
た

は
直
接
持
参
し
て
く
だ
さ
い

　
※
電
話
や
来
庁
に
よ
る
口
頭
で

の
受
け
付
け
は
で
き
ま
せ
ん
。
ま

た
、
ご
意
見
に
対
し
て
個
別
の
回

答
は
行
い
ま
せ
ん
の
で
、
ご
了
承

く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
同
室
特
別
支
援
教
育

係
☎
４
７
０
・
８
０
３
２
へ
。

○
長
期
総
合
計
画
と
は

　
市
の
長
期
的
か
つ
総
合
的
な
ま

ち
づ
く
り
の
指
針
と
し
て
最
上
位

に
位
置
付
け
ら
れ
る
「
東
久
留
米

市
第
４
次
長
期
総
合
計
画
」
は
基

本
構
想
・
基
本
計
画
か
ら
構
成
さ

れ
て
い
ま
す
。
基
本
構
想
は
市
が

目
指
す
ま
ち
の
将
来
像
や
基
本
理

念
を
示
し
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た

め
の
施
策
の
大
綱
を
明
ら
か
に
す

る
も
の
で
、　

年
～　
年
を
目
標

２３

３２

年
次
に
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
基

本
計
画
は
基
本
構
想
を
実
現
さ
せ

る
た
め
に
施
策
の
大
綱
に
基
づ
い

て
、
計
画
期
間
中
の
課
題
と
方
向

性
を
示
す
も
の
で
、
計
画
期
間
が

５
年
ず
つ
前
期
・
後
期
に
分
か
れ

て
い
て
、
前
期
計
画
期
間
が
今
年

度
で
終
了
し
ま
す
。

○
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
（
ご
意

見
）
を
募
集
し
ま
す

　
市
で
は
、
現
在
の
社
会
情
勢
や

前
期
計
画
の
進
捗
状
況
を
踏
ま
え
、

　
年
度
～　
年
度
を
期
間
と
す
る

２８

３２

「
第
４
次
長
期
総
合
計
画
後
期
基

本
計
画（
素
案
）」を
作
成
し
ま
し
た
。

　
こ
の
素
案
に
つ
い
て
皆
さ
ん
の

ご
意
見
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　
【
閲
覧
期
間・場
所
】
閉
庁
日
を

除
く
９
月
１
日（
火
）～　
日（
金
）

２５

に
企
画
調
整
課
（
市
役
所
４
階
）、

市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
（
同
２
階
）、

各
地
域
セ
ン
タ
ー
、
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す

　
【
提
出
方
法
】９
月
４
日（
金
）～

　
日
（
金
）
に
（
必
着
）、「
第
４

２５次
長
期
総
合
計
画
後
期
基
本
計
画

（
素
案
）」
と
明
記
し
て
、
住
所
・

氏
名・年
代
（
例
＝　
代
）、
ご
意

４０

見
（
書
式
は
自
由
）
を
記
入
の
上
、

〒
２
０
３
儿
８
５
５
５
、
市
役
所

企
画
調
整
課
宛
て
郵
送
、
ま
た
は

フ
ァ
ク
ス
（
４
７
０
・
７
８
０
４
）、

電
子
メ
ー
ル
（kikakuchosei@

ci
ty.higashikurume.lg.jp

）
で
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
電
話
や

来
庁
に
よ
る
口
頭
で
の
受
け
付
け

は
で
き
ま
せ
ん

　
※
い
た
だ
い
た
ご
意
見
は
個
人

情
報
を
除
い
た
上
で
要
約
し
、
後

日
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
し
ま

す
。
ご
意
見
の
返
却
や
個
別
の
回

答
は
行
い
ま
せ
ん
の
で
、
ご
了
承

く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
同
課
☎
４
７
０
・
７

７
０
２
へ
。

（
小
・
中
学
生
）
の
対
象
に
な
ら

な
か
っ
た
家
庭
で
も
、　

年
中
に

２６

所
得
の
減
少
・
扶
養
家
族
の
増
加

な
ど
が
あ
っ
た
場
合
は
、
受
給
の

対
象
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
所
得
制
限
限
度
額
表
（
左
表

　
市
で
所
得
状
況
の
確
認
が
で
き

る
方
お
よ
び
医
療
証
の
現
況
届
を

提
出
し
た
方
に
は
、　

月
１
日
か

１０

ら
使
用
す
る
乳
幼
児
医
療
費
助
成

（
マ
ル
乳
）・義
務
教
育
就
学
児
医

療
費
助
成
（
マ
ル
子
）
の
新
し
い

医
療
証
（
淡
い
オ
レ
ン
ジ
色
）
を

９
月
末
ま
で
に
郵
送
し
ま
す
。
現

在
使
用
中
の
医
療
証
（
若
草
色
）

は
、　

月
１
日
以
降
に
児
童
青
少

１０

年
課
（
市
役
所
２
階
）
へ
返
却
し

て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
現
況
届
が
未
提
出
の
方

は
医
療
証
の
交
付
が
受
け
ら
れ
な

く
な
り
ま
す
の
で
、
至
急
提
出
を

し
て
く
だ
さ
い
。

○
所
得
超
過
に
つ
い
て

　
マ
ル
子
に
は
所
得
制
限
が
あ
り

ま
す
。　

年
度
か
ら
所
得
超
過
に

２７

よ
り
資
格
が
消
滅
す
る
方
に
は
、

受
給
資
格
喪
失
通
知
書
を
９
月
末

ま
で
に
郵
送
し
ま
す
。

○
新
た
に
受
給
の
対
象
に
な
る
場

合
も
あ
り
ま
す

　
こ
れ
ま
で
所
得
超
過
で
マ
ル
子

義務教育就学児医療費助成所得制限限度額表
（２７年１０月以降）※２７年度（２６年中）所得で判定。

収入額の目安所得額扶養親族等の数
８３３万３,０００円６２２万円０人
８７５万６,０００円６６０万円１人
９１７万８,０００円６９８万円２人

９６０万円７３６万円３人
１,００２万１,０００円７７４万円４人
１,０４２万１,０００円８１２万円５人

※収入額は、所得額に給与所得控除額等相当分を加算した額
です。判定は所得額で行い、収入額は用いません。
※年少扶養（１６歳未満）も扶養親族等の数に換算。
※所得制限額に加算する金額
　◎老人扶養親族１人につき　　６万円
　◎６人目以降１人増すごとに　３８万円
※所得額から控除できる金額
　◎社会保険料相当額　　　一律８万円
　◎雑損、医療費、小規模企業共済等掛金控除相当額
　◎障害者控除額　　 （普通）２７万円（特別）４０万円
　◎寡婦・寡夫控除額 （普通）２７万円（特別）３５万円
　◎勤労学生控除額　　　　　 ２７万円

参
照
）
を
確
認
の
上
、
９
月
中
に

申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
書

は
同
課
で
配
布
し
ま
す
。

　
【
申
請
に
必
要
な
も
の
】①
対
象

児
童
の
健
康
保
険
証
の
写
し
②
認

め
印
③　
年
１
月
２
日
以
降
に
東

２７

久
留
米
市
に
転
入
し
た
方
は
、「　
２７

年
度
所
得
証
明
書
」

　
詳
し
く
は
同
課
☎
４
７
０
・
７

７
３
６
へ
。

　
日
（
土
）
で
す
（
※
１
）。
更
新

３０後
の
保
険
証
の
色
は
一
般
被
保
険

者
が
う
ぐ
い
す
色
、
退
職
被
保
険

者
が
藤
色
で
す
。

　
更
新
後
の
保
険
証
は
９
月
中
旬

（
予
定
）
に
世
帯
分
を
ま
と
め
て
、

世
帯
主
宛
て
に
簡
易
書
留
で
郵
送

し
ま
す
。　

月
１
日
（
木
）
か
ら

１０

使
用
い
た
だ
き
、
有
効
期
限
が
切

　
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

（
以
下
、
保
険
証
）
は
２
年
ご
と

に
、
一
斉
に
更
新
を
し
ま
す
。
現

在
ご
利
用
い
た
だ
い
て
い
る
保
険

証
の
有
効
期
限
は
、
９
月　

日
３０

（
水
）
で
す
。
更
新
後
の
保
険
証

の
有
効
期
限
は
原
則
、　

年
９
月

２９

れ
た
保
険
証
は　
月
１
日
以
降
、

１０

都
合
の
良
い
と
き
に
保
険
年
金
課

（
市
役
所
１
階
）、ま
た
は
各
連
絡

所
に
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

　
（
※
１
）生
年
月
日
な
ど
に
よ
り

有
効
期
限
が
短
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。　

月
１
日
以
降
に　
歳
に
な

１０

７５

る
方
は
誕
生
日
の
前
日
ま
で
、
退

職
被
保
険
者
で　
歳
に
な
る
方
は

６５

誕
生
月
末
（
誕
生
日
が
月
の
初
日

の
方
は
誕
生
月
の
前
月
末
）
ま
で

が
有
効
期
限
で
す
。

　
詳
し
く
は
同
課
国
保
年
金
資
格

係
☎
４
７
０
・
７
７
３
２
へ
。

　
市
で
は
、
経
済
的
な
理
由
な
ど

に
よ
り
、
公
立
小
・
中
学
校
で
掛

か
る
費
用
が
大
き
な
負
担
と
な
っ

て
い
る
家
庭
に
対
し
て
、
教
育
費

の
一
部
を
援
助
し
て
い
ま
す
。

　
ま
だ
手
続
き
を
し
て
い
な
い
方

や
新
た
に
市
外
か
ら
転
入
し
た
方

は
、
学
務
課
（
市
役
所
６
階
）
で

至
急
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
【
該
当
要
件
】こ
の
制
度
を
受
け

る
に
は
、
お
子
さ
ん
と
同
居
す
る

方
全
員
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

し
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
①
生
活
保
護
の
停
止
ま
た
は
廃

止
を
受
け
た
方

　
②　
年
度
市
民
税
・
都
民
税
が

２７

非
課
税
の
方
、
固
定
資
産
税
・
国

民
年
金
な
ど
の
掛
け
金
な
ど
が
減

免
の
方

　
③
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受

け
て
い
る
方

　
④
生
活
保
護
基
準
に
準
ず
る
世

帯
（
準
要
保
護
）
で　
年
分
の
世

２６

帯
全
員
の
総
収
入
が
認
定
基
準
以

下
の
世
帯
の
方

　
詳
し
く
は
同
課
学
事
係
☎
４
７

０
・
７
７
７
９
へ
。

　
８
月　
日
の
教
育
委
員
会
に
お

１１

い
て
、
来
年
度
か
ら
市
立
中
学
校

で
使
用
す
る
教
科
書
を
次
の
通
り

採
択
し
ま
し
た
。
今
回
採
択
さ
れ

た
教
科
書
は
、
中
央
図
書
館
２
階

参
考
図
書
室
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

　
【
採
択
さ
れ
た
教
科
書
】国
語
＝

光
村
図
書
出
版
▼
書
写
＝
光
村
図

書
出
版
▼
社
会
（
地
理
的
分
野
）

＝
東
京
書
籍
▼
社
会
（
歴
史
的
分

野
）
＝
東
京
書
籍
▼
社
会
（
公
民

的
分
野
）
＝
東
京
書
籍
▼
地
図
＝

東
京
書
籍
▼
数
学
＝
東
京
書
籍
▼

理
科
＝
東
京
書
籍
▼
音
楽（
一
般
）

＝
教
育
芸
術
社
▼
音
楽
（
器
楽
合

奏
）
＝
教
育
芸
術
社
▼
美
術
＝
開

隆
堂
出
版
▼
保
健
体
育
＝
学
研
教

育
み
ら
い
▼
技
術
・
家
庭
（
技
術

分
野
）
＝
開
隆
堂
出
版
▼
技
術
・

家
庭
（
家
庭
分
野
）
＝
開
隆
堂
出

版
▼
英
語
＝
三
省
堂

　
詳
し
く
は
指
導
室
☎
４
７
０
・

７
７
８
１
へ
。

第
４
次
長
期
総
合
計
画
後
期
基
本
計
画
（
素
案
）

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト（
ご
意
見
）を
募
集
し
ま
す

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト（
ご
意
見
）を

募
集
し
ま
す

市
教
育
委
員
会

就
学
援
助
費
の
申
請

就
学
援
助
費
の
申
請
はは

お
済
み
で
す

お
済
み
で
す
かか

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
を

一
斉
に
更
新
し
ま
す

　

年
度
〜　

年
度
に
市
立
中
学
校
で

２８

３１

使
用
す
る
教
科
書
が
決
ま
り
ま
し
た

新
し
い
マ
ル
乳
・
マ
ル
子
医
療
証

新
し
い
マ
ル
乳
・
マ
ル
子
医
療
証
をを

交
付
し
ま

交
付
し
ま
すす

　
現
在
、
市
で
は　
年
度
に
策
定

２２

し
、　

年
度
に
検
証
作
業
を
行
っ

２４

た
「
東
久
留
米
市
耐
震
改
修
促
進

計
画
」
の
見
直
し
を
進
め
て
い
ま

す
。
こ
の
計
画
は
震
災
に
よ
る
住

宅
・
建
築
物
の
被
害
の
軽
減
を
図

り
、
市
民
の
生
命
と
財
産
を
保
護

す
る
た
め
、
既
存
建
築
物
の
耐
震

化
の
促
進
を
計
画
的
か
つ
総
合
的

に
推
進
す
る
た
め
の
枠
組
み
を
定

め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　
市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
意

識
調
査
を
行
い
、
計
画
の
更
な
る

検
討
を
推
進
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。
お
手
数
で
す
が
、

調
査
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 　

【
対
象
】「
東
久
留
米
市
耐
震
改

修
促
進
計
画
検
証
報
告
」（　
年
度

２４

作
成
）
で
町
丁
目
別
住
宅
耐
震
化

率
が
低
い
地
域
の
戸
建
て
住
宅
か

ら
３
０
０
０
戸
を
ラ
ン
ダ
ム
抽
出

　
【
実
施
方
法
】調
査
票
が
届
い
た

ら
、
各
質
問
事
項
に
回
答
を
お
願

い
し
ま
す
。
質
問
は
番
号
を
選
択

す
る
形
式
に
な
っ
て
い
ま
す

　
【
提
出
方
法
】同
封
の
返
信
用
封

筒
に
調
査
票
を
入
れ
て
、
９
月　
１８

日
（
金
）
ま
で
に
、
ポ
ス
ト
に
投

函
し
て
く
だ
さ
い
（
切
手
不
要
）。

　
詳
し
く
は
施
設
建
設
課
保
全
計

画
・
建
築
担
当
☎
４
７
０
・
７
７

５
６
へ
。

耐
震
改
修
促
進
計
画

改
定
に
関
す
る
市
民
意
識
調
査

　
　
年
第
３
回
市
議
会
定
例

２７
会
が
９
月　
日
（
木
）
ま
で

１７

の
日
程
で
開
催
中
で
す
。

　
一
般
質
問
が
９
月
２
日

（
水
）
～
７
日
（
月
）、
常
任

委
員
会
が
９
日
（
水
）・　
日
１０

（
木
）、予
算
特
別
委
員
会
が

　
日
（
金
）
の
予
定
で
す
。

１１
　
詳
し
く
は
議
会
事
務
局
☎

４
７
０
・
７
７
８
９
へ
。

第
３
回

市
議
会
定
例
会
を

開
催
中

６
時
半
～
８
時
半

　
【
会
場
】中
央
図
書
館
視
聴
覚
ホ

ー
ル
　
【
内
容
】交
通
安
全
Ｄ
Ｖ
Ｄ
上
映
、

　
秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動
期
間

中
に
田
無
警
察
署
員
に
よ
る
運
転

者
講
習
会
を
開
催
し
ま
す
。

　
【
日
時
】
９
月　
日
（
木
）
午
後

２４

田
無
警
察
担
当
官
に
よ
る
交
通
安

全
の
講
話

　
【
そ
の
他
】運
転
者
講
習
カ
ー
ド

を
お
持
ち
の
方
は
持
参
し
て
く
だ

さ
い
　
詳
し
く
は
田
無
警
察
署
☎
４
６

７
・
０
１
１
０
ま
た
は
市
道
路
計

画
課
道
路
交
通
計
画
係
☎
４
７

０
・
７
７
６
８
へ
。

運
転
者
講
習
会
を
開
催
し
ま
す

　
市
で
は
、
依
然
厳
し
い
財
政
状

況
に
あ
っ
て
、
将
来
に
わ
た
り
持

続
可
能
な
市
政
運
営
を
行
う
た
め
、

こ
の
た
び
「
財
政
健
全
経
営
計
画

実
行
プ
ラ
ン
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

　
本
プ
ラ
ン
は
、
不
断
の
行
財
政

改
革
を
進
め
な
が
ら
も
、
地
域
の

活
性
化
を
図
り
、
ま
ち
の
魅
力
を

高
め
て
い
く
取
り
組
み
を
明
ら
か

に
す
る
も
の
で
あ
り
、
今
年
３
月

に
策
定
し
た
「
財
政
健
全
経
営
に

関
す
る
基
本
方
針
」
と
併
せ
「
財

政
健
全
経
営
計
画
」
と
位
置
付
け
、

　
年
度
か
ら
の
５
年
間
を
計
画
期

２８間
と
す
る
も
の
で
す
。

　
【
閲
覧
期
間・場
所
】
９
月
１
日

（
火
）
か
ら
、
行
政
管
理
課
（
市

役
所
４
階
）、市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー

（
同
２
階
）、市
内
各
図
書
館
、市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い
た
だ
け

ま
す
　
詳
し
く
は
同
課
☎
４
７
０
・
８

０
３
１
へ
。

財
政
健
全
経
営
計
画
実
行
プ
ラ
ン
を

策
定
し
ま
し
た


